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◉個別接種を実施している市内医療機関（９月７日現在）

医療機関の名称

イーハトーブ病院 ささきクリニック 藤巻胃腸科内科クリニック

石鳥谷医療センター さとう内科クリニック 花巻中央眼科

石鳥谷駅前クリニック 循環器科・内科 大平医院 まきた内科ハートクリニック

大迫地域診療センター すがさわ外科内科クリニック 三浦医院

小原クリニック 須田内科医院 ゆうきクリニック

おばら内科消化器内科クリニック 高木丘クリニック ゆかわ脳外科

織笠内科医院 照井内科消化器科医院 東和病院

菊地内科クリニック とみつか脳神経外科クリニック 宝陽病院

熊谷内科胃腸科医院 中舘内科クリニック 国立病院機構花巻病院

恵ライフクリニック 西大通り耳鼻咽喉科医院 小瀬川皮膚科医院

齋藤整形外科クリニック はじめこどもクリニック たきの内科循環器科クリニック

さとう消化器科内科クリニック

＊�医療機関に直接連絡をしてもワクチン接種の予約はできませんので注意してください

ファクスやメールは、聴覚に障がいがある人のために設置しています

新型コロナワクチン接種に関する相談窓口

■厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

毎日、午前９時～午後９時

☎0120-761-770 思03-3581-6251 ✉corona-2020@mhlw.go.jp

ワクチン接種全般に関する問い合わせ

■ファイザー新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル〔市使用ワクチン〕

☎0120-146-744
月～土曜日（祝日除く）、午前９時～午後８時

ファイザー社製ワクチンの安全性などに関する問い合わせ

■花巻市新型コロナワクチン接種コールセンター

毎日、午前８時30分～午後５時15分

☎0120-383-225 思0198-41-3606 ✉corona@city.hanamaki.iwate.jp
市の準備状況や今後の予定などに関する問い合わせ、ワクチン接種の予約

■COVID-19 ワクチンモデルナ専用ダイヤル〔県使用ワクチン〕

☎0120-793-056
月～金曜日（祝日除く）、午前９時～午後５時30分 

モデルナ社製ワクチンの安全性などに関する問い合わせ

◈新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）の交付

付はできません。　

　申請方法は、市ホームページでご確認いた

だけるほか、市コールセンターでもお知らせ

しています。

　ワクチンパスポートは、海外渡航の際、渡

航先の国などが防疫措置の緩和を判断するた

め、新型コロナワクチンの接種記録を公的に

証明するものです。当面の間、海外渡航時の

利用を目的としない人には、接種証明書の交
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新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ

８月分の売り上げ

減少が対象
売り上げが減少した旅行関連事業者などが対象

国の月次支援金

売り上げが50㌫以上減少した月

■�上限額　

▲

中小法人など…月額20万円

▲

個人事業者など…月額10万円

■�申請期限　10月31日（日）

■�申請方法　経済産業省「月次支援金の申

請用ホームページ」から電子申請

■�相談窓口　

◦国の電話相談窓口

　�経済産業省月次支援金申請者専用相談窓

口（☎0120-211-240）

◦申請サポート会場（完全予約制）

　�マリオス〔盛岡市盛岡駅前通2-9-1（☎
0120-211-240）〕

　国では、「緊急事態措置」および「まん延防

止等重点措置」（以下「対象措置」）の影響緩

和を図るため、令和３年８月の売り上げが

減少した旅行関連事業者などを対象に月次

支援金を支給しています。

＊�市独自で個人事業者向けの申請サポート

窓口の開設に向け検討中です

■�対象　対象措置の影響を受け、令和３年

８月の売り上げが前年同月または前々年

同月に比べ50㌫以上減少した旅行関連事

業者（飲食・宿泊・旅客運送・自動車賃貸・

旅行代理店事業者、土産物店）など

■�給付額　「基準月の売り上げ」から「対象

月の売り上げ」を差し引いた額

※�１� 基準月…令和元年または２年におけ

る対象月と同じ月

※�２� 対象月…対象措置が実施された月の

うち、前年同月または前々年同月に比べ
【問い合わせ】�本館商工労政課（☎41-3539）

＊�申請方法など、詳しくは
市ホームページで紹介し
ています
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イベント中止などに伴う準備経費
支援金を支給しています

（木）のうち市施設の利用制限期間

※�市施設利用制限を10月以降にも実施した
場合における対象イベントの申請につい
ては、詳細が決定次第お知らせします

■�申請期限　10月29日（金）

■�申請方法　申請書に必要事項を記入の

上、

▲

イベント準備に要した経費が確認

できる書類

▲

支援金の額から除かれる経

費などが確認できる書類

▲

中止・延期し

たイベントの内容が確認できる書類（企

画書、チラシ、パンフレットなど）ーを

添えて、下記へ郵送で提出

　市では、感染症拡大防止策として実施し

た市施設の休館や利用制限に伴い、中止・

延期したイベントの準備経費を支援してい

ます。

　

■�対象　次の要件を全て満たす人

　�

▲

市施設の休館や利用制限に伴い、市施

設で実施を予定していたイベント（８月14

日～９月30日）を中止・延期した人

▲

当該

イベントの準備に要した経費がある人

※�国・県・市が構成団体となっている場合
や、国・県・市から補助金・負担金などの交
付を受けている場合は対象外　�

■�補助対象経費　広告宣伝費、会場使用

料、印刷費、郵便料、物品購入費など

※�各種団体の助成金などを除く。中止など
により支払われる保険金や今後のイベン
トで利用できるものの費用を差し引いた
額が対象

■�補助上限額　１イベント当たり20万円

■�補助対象期間　８月14日（土）～９月30日

【�問い合わせ・申請】�本館観光課（〒025-

8601�花城町9-30�緯41-3542)
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＊�申請様式などは、市ホーム
ページに掲載しています

１イベント

上限20万
円


